
 

 

農業制度資金等の貸付利率等に関する取扱要領 

 

                                         平成１５年１０月２１日水田第９５１号  

 

 次に掲げる資金の融通については、それぞれの資金の要綱等において定めるもののほか、貸付

利率等の取扱いは本要領により定めるものとする。 

 

第１ 農業協同組合等その他の一般金融機関から融通する資金 

資金名 貸付利率等 左記の根拠規定 

農業企業化資金 別表１ 岐阜県農業企業化資金助成規則運営要綱（平成14年

9月17日付け農産第860号）第2の6及び第3の2 

（削除） （削除） （削除) 

（削除） （削除） （削除) 

農業経営負担軽減支援資金 別表４ 岐阜県農業経営負担軽減支援資金助成規則運営要

綱（平成13年8月31日付け農水第913号）第1の5の(3) 

農業経営改善促進資金 別表５ 岐阜県農業経営改善促進資金融通事業実施細則（平

成7年2月6日付け農経第516号）第10の2 
（削除） （削除） （削除） 

新規経営体育成資金 別表７ 岐阜県新規経営体育成資金運営要綱（平成29年3 

月27日付け農経第1599号）第2の5及び第7 
 

附則 この要領は、平成１５年１０月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成１５年１１月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成１５年１２月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成１６年 １月２６日から施行する。 

附則 この要領は、平成１６年 ２月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成１６年 ３月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成１６年 ４月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成１６年 ５月２６日から施行する。 

附則 この要領は、平成１６年 ６月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成１６年 ７月２２日から施行する。 

附則 この要領は、平成１６年 ８月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成１６年 ９月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成１６年１０月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成１６年１１月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成１６年１２月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成１７年 １月２４日から施行する。 

附則 この要領は、平成１７年 ２月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成１７年 ３月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成１７年 ４月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成１７年 ５月２５日から施行する。 

附則 この要領は、平成１７年 ６月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成１７年 ７月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成１７年 ８月１８日から施行する。 



 

 

附則 この要領は、平成１７年 ９月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成１７年１０月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成１７年１１月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成１７年１２月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成１８年 １月２６日から施行する。 

附則 この要領は、平成１８年 ２月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成１８年 ３月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成１８年 ４月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成１８年 ５月２４日から施行する。 

附則 この要領は、平成１８年 ６月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成１８年 ７月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成１８年 ８月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成１８年 ９月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成１８年１０月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成１８年１１月２２日から施行する。 

附則 この要領は、平成１８年１２月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成１９年 １月２５日から施行する。 

附則 この要領は、平成１９年 ２月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成１９年 ３月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

附則 この要領は、平成１９年 ４月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成１９年 ５月２３日から施行する。 

附則 この要領は、平成１９年 ６月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成１９年 ７月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成１９年 ８月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成１９年 ９月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成１９年１０月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成１９年１１月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成１９年１２月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成２０年 １月２５日から施行する。 

附則 この要領は、平成２０年 ２月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成２０年 ３月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成２０年 ４月 １日から施行する。 

附則 この要領は、平成２０年 ４月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２０年 ５月２３日から施行する。 

附則 この要領は、平成２０年 ６月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２０年 ７月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２０年 ８月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２０年 ９月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成２０年１０月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成２０年１１月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２０年１２月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２１年 １月２６日から施行する。 

附則 この要領は、平成２１年 ２月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成２１年 ３月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２１年 ３月３１日から施行する。 

附則 この要領は、平成２１年 ４月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２１年 ５月２７日から施行する。 



 

 

附則 この要領は、平成２１年 ６月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２１年 ７月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成２１年 ８月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成２１年 ９月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２１年１０月２２日から施行する。 

附則 この要領は、平成２１年１１月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２１年１２月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２２年 １月２２日から施行する。 

附則 この要領は、平成２２年 ３月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２２年 ４月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成２２年 ５月２６日から施行する。 

附則 この要領は、平成２２年 ６月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２２年 ７月２２日から施行する。 

附則 この要領は、平成２２年 ８月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２２年 ９月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成２２年１０月２５日から施行する。 

附則 この要領は、平成２２年１１月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２２年１２月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２３年 １月２４日から施行する。 

附則 この要領は、平成２３年 ２月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成２３年 ３月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２３年 ４月 １日から施行する。 

附則 この要領は、平成２３年 ４月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２３年 ５月２７日から施行する。 

附則 この要領は、平成２３年 ６月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２３年 ７月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成２３年 ８月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２３年 ８月２５日から施行する。 

附則 この要領は、平成２３年 ９月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２３年１０月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２３年１１月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２３年１２月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成２４年 １月２７日から施行する。 

附則 この要領は、平成２４年 ３月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成２４年 ４月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２４年 ５月２３日から施行する。 

附則 この要領は、平成２４年 ６月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２４年 ７月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成２４年 ８月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２４年 ９月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２４年１０月２２日から施行する。 

附則 この要領は、平成２４年１１月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成２４年１２月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成２５年 １月２４日から施行する。 

附則 この要領は、平成２５年 ２月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成２５年 ３月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成２５年 ４月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２５年 ５月２０日から施行する。 



 

 

附則 この要領は、平成２５年 ６月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成２５年 ７月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成２５年 ８月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成２５年 ９月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成２５年１０月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成２５年１１月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成２５年１２月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２６年 １月２３日から施行する。 

附則 この要領は、平成２６年 ２月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２６年 ３月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成２６年 ４月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２６年 ５月２３日から施行する。 

附則 この要領は、平成２６年 ７月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２６年 ８月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２６年 ９月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成２６年１０月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成２６年１１月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２６年１２月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２７年 １月２２日から施行する。 

附則 この要領は、平成２７年 ２月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成２７年 ３月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２７年 ４月 １日から施行する。 

附則 この要領は、平成２７年 ４月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２７年 ５月２７日から施行する。 

附則 この要領は、平成２７年 ６月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２７年 ７月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成２７年 ８月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成２７年 ９月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２７年１０月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２７年１１月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２７年１２月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２８年 １月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成２８年 ２月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成２８年 ３月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２８年 ４月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２８年 ７月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成２８年 ８月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成２８年 ９月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２８年１０月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２８年１１月２４日から施行する。 

附則 この要領は、平成２８年１２月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成２９年１月２３日から施行する。 

附則 この要領は、平成２９年２月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２９年３月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附則 この要領は、平成２９年４月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成２９年５月２４日から施行する。 

附則 この要領は、平成２９年６月１９日から施行する。 



 

 

附則 この要領は、平成２９年７月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２９年８月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成２９年９月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成２９年１０月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成２９年１１月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２９年１２月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成３０年１月２５日から施行する。 

附則 この要領は、平成３０年２月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成３０年３月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成３０年４月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成３０年５月２３日から施行する。 

附則 この要領は、平成３０年６月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成３０年７月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成３０年８月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成３０年１０月１８日から施行する。 

附則 この要領は、平成３０年１１月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成３０年１２月１９日から施行する。 

附則 この要領は、平成３１年１月２４日から施行する。 

附則 この要領は、平成３１年２月２１日から施行する。 

附則 この要領は、平成３１年３月２０日から施行する。 

附則 この要領は、平成３１年４月１８日から施行する。 

附則 この要領は、令和元年５月２０日から施行する。 

附則 この要領は、令和元年６月１９日から施行する。 

附則 この要領は、令和元年７月１９日から施行する。 

附則 この要領は、令和元年８月２０日から施行する。 

附則 この要領は、令和元年９月１９日から施行する。 

附則 この要領は、令和元年１０月２１日から施行する。 

附則 この要領は、令和元年１１月１８日から施行する。 

附則 この要領は、令和元年１２月１８日から施行する。 

附則 この要領は、令和２年１月２１日から施行する。 

附則 この要領は、令和２年２月２０日から施行する。 

附則 この要領は、令和２年４月２０日から施行する。 

附則 この要領は、令和２年５月１８日から施行する。 

附則 この要領は、令和２年６月１８日から施行する。 

附則 この要領は、令和２年７月２０日から施行する。 

附則 この要領は、令和２年８月２０日から施行する。 

附則 この要領は、令和２年９月１８日から施行する。 

附則 この要領は、令和２年１０月１９日から施行する。 

附則 この要領は、令和２年１１月１８日から施行する。 

附則 この要領は、令和２年１２月１８日から施行する。 

附則 この要領は、令和３年１月１９日から施行する。 

附則 この要領は、令和３年２月１９日から施行する。 

附則 この要領は、令和３年３月１８日から施行する。 

附則 この要領は、令和３年４月１９日から施行する。 

附則 この要領は、令和３年５月１９日から施行する。 

附則 この要領は、令和３年６月１８日から施行する。 

附則 この要領は、令和３年７月１９日から施行する。 

附則 この要領は、令和３年８月１９日から施行する。 



 

 

附則 この要領は、令和３年９月２１日から施行する。 

附則 この要領は、令和３年１０月１８日から施行する。 

附則 この要領は、令和３年１１月１８日から施行する。 

附則 この要領は、令和３年１２月２０日から施行する。 

附則 この要領は、令和４年１月２０日から施行する。 

附則 この要領は、令和４年２月２１日から施行する。 

附則 この要領は、令和４年３月１８日から施行する。 

附則 この要領は、令和４年４月１８日から施行する。 

附則 この要領は、令和４年５月１８日から施行する。 

附則 この要領は、令和４年６月２０日から施行する。 

附則 この要領は、令和４年７月１９日から施行する。 

附則 この要領は、令和４年８月１９日から施行する。 

附則 この要領は、令和４年９月２０日から施行する。 

附則 この要領は、令和４年１０月２０日から施行する。 

附則 この要領は、令和４年１１月１８日から施行する。 

附則 この要領は、令和４年１２月１９日から施行する。 

附則 この要領は、令和５年１月１９日から施行する。 

附則 この要領は、令和５年２月２０日から施行する。 

附則 この要領は、令和５年３月２０日から施行する。 

附則 この要領は、令和５年４月１９日から施行する。 

附則 この要領は、令和５年５月１８日から施行する。 

附則 この要領は、令和５年６月１９日から施行する。 

附則 この要領は、令和５年７月２０日から施行する。 

附則 この要領は、令和５年８月２１日から施行する。 

附則 この要領は、令和５年９月１９日から施行する。 

附則 この要領は、令和５年１０月１９日から施行する。 

附則 この要領は、令和５年１１月２０日から施行する。 

附則 この要領は、令和５年１２月１８日から施行する。 

附則 この要領は、令和６年１月１８日から施行する。 

附則 この要領は、令和６年２月２０日から施行する。 

附則 この要領は、令和６年３月１８日から施行する。 

附則 この要領は、令和６年４月１８日から施行する。 

附則 この要領は、令和６年５月２０日から施行する。 

附則 この要領は、令和６年６月１９日から施行する。 

附則 この要領は、令和６年７月１９日から施行する。 

附則 この要領は、令和６年８月２０日から施行する。 

附則 この要領は、令和６年９月１９日から施行する。 

附則 この要領は、令和６年１０月２１日から施行する。 

附則 この要領は、令和６年１１月１８日から施行する。 

附則 この要領は、令和６年１２月１８日から施行する。 

 

 


